
文
化
財
保
護
法
及
び
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯

決
議

平

成

三

十

年

五

月

三

十

一

日

参

議

院

文

教

科

学

委

員

会

政
府
及
び
関
係
者
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
特
段
の
配
慮
を
す
べ
き
で
あ
る
。

一
、
文
化
財
保
護
行
政
に
お
い
て
は
、
文
化
財
の
保
存
と
活
用
の
双
方
が
共
に
重
要
な
柱
で
あ
り
、
文
化
財
の
次
世
代
へ
の
継

承
と
い
う
目
的
を
達
成
す
る
上
で
不
可
欠
に
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
文
化
財
に
係
る
施
策
を
推

進
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
保
存
と
活
用
の
均
衡
が
と
れ
た
も
の
と
な
る
よ
う
、
十
分
に
留
意
す
る
こ
と
。

二
、
文
化
財
の
保
存
及
び
活
用
が
適
切
に
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
文
化
財
に
係
る
専
門
的
知
見
を
有
す
る
人
材
の
育
成
及
び
配

置
が
重
要
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
専
門
人
材
の
育
成
及
び
配
置
に
つ
い
て
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
が
よ
り
積
極
的
な
取

組
を
行
う
こ
と
。

三
、
文
化
財
の
確
実
な
継
承
の
た
め
に
は
、
適
切
な
周
期
に
よ
る
修
理
及
び
修
理
に
必
要
な
原
材
料
・
用
具
の
確
保
が
必
要
で

あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
文
化
財
継
承
の
た
め
の
十
分
な
支
援
を
行
う
こ
と
。
ま
た
、
文
化
財
の

修
理
に
お
い
て
は
、
国
が
必
要
な
予
算
を
安
定
的
に
確
保
し
、
計
画
的
な
修
理
の
実
施
が
行
わ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

四
、
重
要
文
化
財
等
の
保
存
活
用
計
画
の
う
ち
、
文
化
庁
長
官
の
認
定
を
受
け
た
も
の
に
認
め
ら
れ
る
「
美
術
工
芸
品
に
係
る

相
続
税
の
納
税
猶
予
の
特
例
」
に
つ
い
て
は
、
美
術
工
芸
品
の
一
般
公
開
を
目
的
と
せ
ず
に
節
税
等
の
目
的
で
濫
用
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
よ
う
、
運
用
に
十
分
に
留
意
す
る
こ
と
。



五
、
本
法
律
案
に
よ
る
罰
則
の
見
直
し
に
つ
い
て
、
文
化
財
の
毀
損
等
の
行
為
に
対
し
て
被
害
の
現
状
に
応
じ
た
実
効
性
の
あ

る
抑
止
力
が
整
備
さ
れ
る
よ
う
、
十
分
に
周
知
徹
底
を
す
る
と
と
も
に
、
文
化
財
保
護
法
に
お
け
る
罰
則
の
在
り
方
等
に
つ

い
て
、
不
断
の
検
討
を
行
う
こ
と
。 

 

六
、
地
方
公
共
団
体
の
長
が
文
化
財
の
保
護
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
場
合
に
当
た
っ
て
は
、
文
化
財
の
本
質
的
な
価
値
が

毀
損
さ
れ
な
い
よ
う
十
分
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、
地
方
文
化
財
保
護
審
議
会
の
役
割
の
明
確
化
及
び
機
能
強
化
、
文
化
財

保
存
活
用
地
域
計
画
の
作
成
並
び
に
文
化
財
保
護
法
第
百
八
十
三
条
の
九
に
規
定
す
る
協
議
会
の
設
置
が
図
ら
れ
る
よ
う
、

国
の
指
針
等
に
お
い
て
そ
の
方
向
性
を
示
す
こ
と
。 

 

七
、
文
化
財
保
護
の
推
進
は
我
が
国
の
観
光
基
盤
の
拡
充
等
に
資
す
る
こ
と
に
鑑
み
、
国
際
観
光
旅
客
税
法
（
平
成
三
十
年
法

律
第
十
六
号
）
に
よ
り
創
設
さ
れ
る
「
国
際
観
光
旅
客
税
」
に
つ
い
て
、
文
化
財
を
保
存
し
つ
つ
活
用
す
る
取
組
の
財
源
と

し
て
も
活
用
で
き
る
よ
う
検
討
を
行
う
な
ど
、
文
化
財
保
護
の
財
源
の
更
な
る
拡
充
に
努
め
る
こ
と
。 

 

右
決
議
す
る
。 

 


